
◎性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 
（平成一五年七月一六日法律第一一一号）（参）   

一、提案理由（平成一五年七月二日・参議院本会議） 

○魚住裕一郎君 ただいま議題となりました性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関

する法律案につきまして、法務委員会を代表して、その趣旨及び主な内容を御説明申し

上げます。 

 性同一性障害は、生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患であり、性同一性障

害を有する者は、諸外国の統計等から推測し、おおよそ男性三万人に一人、女性十万人

に一人の割合で存在するとも言われております。 

 性同一性障害については、我が国では、日本精神神経学会がまとめたガイドラインに

基づき診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療として

実施されるようになっているほか、性同一性障害を理由とする名の変更もその多くが家

庭裁判所により許可されているのに対して、戸籍の訂正手続による戸籍の続柄の記載の

変更はほとんどが不許可となっております。そのようなことなどから、性同一性障害者

は社会生活上様々な問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的に不

利益を解消するためにも、立法による対応を求める議論が高まっているところでありま

す。 

 本法律案は、以上のような性同一性障害者が置かれている状況にかんがみ、性同一性

障害者について法令上の性別の取扱いの特例を定めようとするものであります。 

 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。 

 第一に、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的には他の性別であ

るとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させよう

とする意思を有する者であって、そのことについて必要な知識及び経験を有する二人以

上の医師の診断が一致しているものを性同一性障害者とし、そのうち、二十歳以上であ

ること、現に婚姻をしていないこと、現に子がいないこと、生殖腺又はその機能がない

こと等の要件を満たす者について、家庭裁判所は、その者の請求により、性別の取扱い

の変更の審判をすることができることとしております。 

 第二に、性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法その他の法令の規定の適用に

ついては、他の性別に変わったものとみなすとともに、その効果は審判前に生じた身分

関係及び権利義務に影響を及ぼすことはないものとしております。 

 第三に、性別の取扱いの変更の審判を受けた者については、新戸籍を編製することを

基本とし、その者の戸籍の続柄の記載の変更手続が行われることとしております。 

 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行するとともに、

性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲等について

法律の施行後三年を目途に検討等を行う旨の規定を設けております。 

 以上が本法律案の趣旨及び主な内容であり、昨日、法務委員会において全会一致をも



って起草、提出したものであります。 

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

二、衆議院法務委員長報告（平成一五年七月一〇日） 

○山本有二君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案は、性同一性障害者であ

って、二十歳以上であること、現に婚姻をしていないこと、現に子がいないこと、生殖

腺またはその機能がないこと等の要件を満たし、家庭裁判所の審判を受けた者について、

新戸籍を編製することを基本とし、その者の戸籍の続柄の記載の変更手続を行おうとす

るものであります。 

 本案は、去る七月二日参議院より送付され、八日本委員会に付託され、九日参議院法

務委員長代理者参議院議員浜四津敏子君から提案理由の説明を聴取した後、採決の結果、

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 参議院においては、委員会の審査は省略された。 


